
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）

雇用保険被保険者証の場合、「勤務先」と「採用日」が確認できない
ため、通知書の代用となりません。

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）がない場合は、事業主側の通知書でも代用可能です。

代用可

代用不可


